
施
術
者
の
氏
名

施
術
所
の
名
称

所

在

地

廃
止
年
月
日

渡

邊

翔

平
わ
た
な
べ
整
骨
院
別
府
市
石
垣
西
五
丁
目
一
―
二
六

令

五
・
一
二
・
三
一

藤

田

孝

次
東
洋
療
法
整
骨
院
中
津
市
金
手
四
九
―
一
二

令

六
・

三
・
三
一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
障
害
区
分

医
師
氏
名

勤

務

場

所

指
定
年
月
日

呼
吸
器
の
機
能
障
害

長

門

直

社
会
医
療
法
人
長
門
莫
記
念
会

長
門
記
念
病
院

佐
伯
市
鶴
岡
町
一
丁
目
一
一
番

五
九
号

令
七
・
三
・
一
三

心
臓
の
機
能
障
害

腎
臓
の
機
能
障
害

呼
吸
器
の
機
能
障
害

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸

の

機

能

障

害

小
腸
の
機
能
障
害

肝
臓
の
機
能
障
害

植

村

篤

実

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

西
別
府
病
院

別
府
市
大
字
鶴
見
四
五
四
八
番

地

〃

視

覚

障

害

平
衡
機
能
障
害

音
声
・
言
語
機
能
障
害

そ

し

ゃ

く

肢

体

不

自

由

呼
吸
器
の
機
能
障
害

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸

の

機

能

障

害

佐

藤

龍

一

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

西
別
府
病
院

別
府
市
大
字
鶴
見
四
五
四
八
番

地

〃

ヒ
ト
免
疫
不
全

ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

免
疫
の
機
能
障
害

横

山

敦

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁

目
一
番
地

〃

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

告

示

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
施
術
者
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
許
可
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
四
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
百
七
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特

定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保

護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
施
術
者
か
ら
廃
止
の
届

出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
四
月
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
百
七
十
六
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師
と

し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

令
和
七
年
四
月
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
百
七
十
七
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
。

な
お
、
次
の
と
お
り
当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
四
月
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

目

次

令

和

七

年

（ 金 曜 日 ）

第
五
九
七
号

四

月

四

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
七
年
四
月
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



種

類

ろ
過
施
設

能

力
①
一
〇
〇

㎏
／
時

一
基

②

一
三

㎏
／
時

一
基

工

事

着

手

予

定

年

月

日

―

工

事

完

成

予

定

年

月

日

―

使

用

開

始

予

定

年

月

日

―

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

一
〇
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

①

二
・
八

三
・
五

②

〇
・
五

〇
・
六
三

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

六
・
〇
〜
八
・
五

六
・
〇
〜
八
・
五

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

七
・
〇

一
二
・
〇

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

七
・
〇

一
二
・
〇

浮

遊

物

質

量

㎎
／
Ｌ

二
〇
・
〇

四
〇
・
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
Ｌ

三
・
〇

五
・
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
Ｌ

〇
・
五

一
・
〇

種

類

沈
殿
処
理
槽

処

理

方

式

凝
集
沈
殿
式

能

力

五
六
㎥
／
時

構

造

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

主

要

寸

法

沈
殿
処
理
槽
Ａ

一
・
六
ｍ
×
一
五
・
六
ｍ
×
一
ｍ

沈
殿
処
理
槽
Ｂ

五
ｍ
×
二
〇
ｍ
×
一
ｍ

沈
殿
処
理
槽
Ｃ

二
・
八
ｍ
×
二
・
七
ｍ
×
一
ｍ

沈
殿
処
理
槽
Ｄ

一
・
八
ｍ
×
三
・
六
ｍ
×
一
ｍ

設

置

年

月

日

昭
五
〇
・
七
・
七

使

用

時

間

間

隔

連
続

一
日
当
た
り
の
使
用
時
間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

三
二
〇

三
二
〇

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

水
素
イ
オ
ン
濃
度

六
・
〇

〜
八
・
五

六
・
〇

〜
八
・
五

六
・
〇

〜
八
・
五

六
・
〇

〜
八
・
五

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

七
・
〇

五
・
〇

一
二
・
〇

八
・
〇

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

七
・
〇

五
・
〇

一
二
・
〇

八
・
〇

浮

遊

物

質

量

㎎
／
Ｌ

二
〇
・
〇

一
〇
・
〇

四
〇
・
〇

二
〇
・
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
Ｌ

三
・
〇

三
・
〇

五
・
〇

五
・
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
Ｌ

〇
・
五

〇
・
五

一
・
〇

一
・
〇

排

水

口

名

排
水
口
１

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

大
阪
府
大
阪
市
北
区
中
之
島
二
丁
目
二
番
七
号

白
石
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
会
長

白

石

恒

裕

２

特
定
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

津
久
見
市
中
町
五
番
三
十
一
号

白
石
工
業
株
式
会
社

津
久
見
工
場

３

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
二
十
七
号

イ

ろ
過
施
設

４

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

５

排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
の
値

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
七
年
四
月
四
日

二



一
日
当
た
り
の
排
出
水
量
単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

三
二
〇

三
二
〇

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

六
・
〇
〜
八
・
五

六
・
〇
〜
八
・
五

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

五
・
〇

八
・
〇

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

五
・
〇

八
・
〇

浮

遊

物

質

量

㎎
／
Ｌ

一
〇
・
〇

二
〇
・
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
Ｌ

三
・
〇

五
・
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
Ｌ

〇
・
五

一
・
〇

大

腸

菌

数

CFU
／
㎖

八
〇
〇
未
満

八
〇
〇

排

水

口

名

排
水
口
２

一
日
当
た
り
の
排
出
水
量
単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

六

六

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

六
・
〇
〜
八
・
五

六
・
〇
〜
八
・
五

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

一
・
一

三
・
〇

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

一
・
七

三
・
〇

浮

遊

物

質

量

㎎
／
Ｌ

三
・
〇

一
〇
・
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
Ｌ

三
・
〇

五
・
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
Ｌ

三
・
〇

五
・
〇

大

腸

菌

数

CFU
／
㎖

八
〇
〇
未
満

八
〇
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
区

域
の
名

称

所

在

地

市
町
村

大

字

字

地

番

又

は

区

域

衣
掛

豊
後
大

野
市

犬
飼
町

黒
松

灰
久
保

衣
掛

猿
渡
り

五
四
七
番
の
一
部
（
座
標
五
点
と
六
点
を
結
ん
だ
線
の
南
側

の
部
分
）
、
五
四
八
番
の
一
部
（
座
標
五
点
か
ら
七
点
ま
で

を
順
次
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
五
四
九
番
の
一
部

（
座
標
三
点
か
ら
六
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部

分
）
及
び
五
五
〇
番
の
一
部
（
座
標
二
点
か
ら
四
点
ま
で
を

順
次
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）

一
二
七
六
番
一
の
一
部
（
座
標
一
点
と
二
点
を
結
ん
だ
線
の

東
側
の
部
分
）
、
一
二
七
七
番
一
、
一
二
七
八
番
、
一
二
七

九
番
一
の
一
部
（
座
標
六
点
と
七
点
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の

部
分
）
及
び
一
二
八
〇
番

一
三
九
八
番
一
の
一
部
（
座
標
七
点
と
八
点
を
結
ん
だ
線
の

東
側
の
部
分
）
、
一
三
九
八
番
四
及
び
一
三
九
九
番
の
一
部

（
座
標
七
点
と
八
点
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）

一
点

北
緯

三
三
度
〇
四
分
〇
七
秒
二
一
二
〇

東
経

一
三
一
度
三
五
分
〇
四
秒
六
九
八
五

二
点

北
緯

三
三
度
〇
四
分
〇
七
秒
三
九
四
三

東
経

一
三
一
度
三
五
分
〇
四
秒
四
五
二
八

三
点

北
緯

三
三
度
〇
四
分
〇
七
秒
八
一
〇
五

東
経

一
三
一
度
三
五
分
〇
四
秒
〇
八
九
四

四
点

北
緯

三
三
度
〇
四
分
〇
八
秒
三
二
五
四

東
経

一
三
一
度
三
五
分
〇
三
秒
八
六
〇
二

五
点

北
緯

三
三
度
〇
四
分
〇
九
秒
三
七
六
一

東
経

一
三
一
度
三
五
分
〇
三
秒
五
九
二
一

六
点

北
緯

三
三
度
〇
四
分
〇
九
秒
九
一
三
三

東
経

一
三
一
度
三
五
分
〇
四
秒
五
八
〇
一

七
点

北
緯

三
三
度
〇
四
分
一
〇
秒
五
〇
二
四

東
経

一
三
一
度
三
五
分
〇
四
秒
七
九
五
〇

八
点

北
緯

三
三
度
〇
四
分
一
一
秒
〇
二
四
八

二

事
前
評
価
に
関
す
る
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

１

縦
覧
期
間

令
和
七
年
四
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
津
久
見
市
役
所

大
分
県
告
示
第
百
七
十
八
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
七
年
四
月
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

令
和
七
年
四
月
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



東
経

一
三
一
度
三
五
分
〇
五
秒
二
八
七
八

こ
れ
ら
の
土
地
に
伴
う
国
有
地
等
無
番
地
の
全
部

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
区

域
の
名

称

所

在

地

市
町
村

大

字

字

地

番

又

は

区

域

芝
原

中
津
市

耶
馬
溪

町

金
吉

屋
敷
迫

尾
ノ

上
、
上

ノ
迫
、

小
金
吉

及
び
見

迴

次
の
一
点
か
ら
十
七
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と

十
七
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

一
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
三
三
秒
一
六
五
〇

東
経
一
三
一
度
〇
六
分
一
三
秒
六
六
三
六

二
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
三
二
秒
一
七
九
九

東
経
一
三
一
度
〇
六
分
一
四
秒
七
八
〇
四

三
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
三
〇
秒
五
九
一
〇

東
経
一
三
一
度
〇
六
分
一
四
秒
四
〇
七
八

四
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
三
〇
秒
一
三
一
七

東
経
一
三
一
度
〇
六
分
一
四
秒
六
一
二
六

五
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
二
九
秒
九
三
二
六

東
経
一
三
一
度
〇
六
分
一
六
秒
三
〇
五
一

六
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
二
九
秒
六
〇
〇
三

東
経
一
三
一
度
〇
六
分
一
六
秒
五
八
三
五

七
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
二
九
秒
〇
三
七
六

東
経
一
三
一
度
〇
六
分
一
五
秒
九
五
五
〇

八
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
二
九
秒
三
四
〇
一

東
経
一
三
一
度
〇
六
分
一
四
秒
九
四
五
二

九
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
二
八
秒
四
二
一
五

東
経
一
三
一
度
〇
六
分
一
四
秒
六
八
八
一

十
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
二
七
秒
八
四
六
六

東
経
一
三
一
度
〇
六
分
一
四
秒
七
六
七
八

十
一
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
二
七
秒
七
八
二
九

東
経
一
三
一
度
〇
六
分
一
四
秒
二
六
九
六

十
二
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
二
八
秒
二
二
〇
九

東
経
一
三
一
度
〇
六
分
一
三
秒
三
四
四
三

十
三
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
二
八
秒
〇
三
一
二

東
経
一
三
一
度
〇
六
分
一
二
秒
六
七
六
九

十
四
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
二
八
秒
三
〇
二
六

東
経
一
三
一
度
〇
六
分
一
二
秒
三
〇
六
〇

十
五
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
二
八
秒
五
一
八
四

東
経
一
三
一
度
〇
六
分
一
一
秒
七
八
八
四

十
六
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
二
九
秒
三
四
二
二

東
経
一
三
一
度
〇
六
分
一
一
秒
三
四
二
六

十
七
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
三
二
秒
九
二
五
二

東
経
一
三
一
度
〇
六
分
一
二
秒
六
二
三
五

こ
れ
ら
の
土
地
に
伴
う
国
有
地
等
無
番
地
の
全
部

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
区

域
の
名

称

所

在

地

市
町
村

大

字

字

地

番

又

は

区

域

屋
敷

日
田
市

西
有
田

屋
敷
、

天
神

平
、
狩

野
、
稗

ノ
迫
及

び
峰
崎

次
の
一
点
か
ら
九
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と
九

点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
並
び
に
十
点
か
ら

十
六
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
十
点
と
十
六
点
を
結
ん

だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

一
点

北
緯
三
三
度
二
〇
分
三
九
秒
七
三
六
一

東
経
一
三
〇
度
五
六
分
四
七
秒
八
五
二
三

二
点

北
緯
三
三
度
二
〇
分
四
〇
秒
八
五
四
一

東
経
一
三
〇
度
五
六
分
四
八
秒
九
〇
九
八

三
点

北
緯
三
三
度
二
〇
分
四
〇
秒
〇
五
五
八

東
経
一
三
〇
度
五
六
分
五
〇
秒
五
九
七
三

四
点

北
緯
三
三
度
二
〇
分
四
一
秒
〇
〇
四
五

東
経
一
三
〇
度
五
六
分
五
二
秒
四
七
一
二

五
点

北
緯
三
三
度
二
〇
分
四
一
秒
〇
一
六
〇

大
分
県
告
示
第
百
七
十
九
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
七
年
四
月
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
百
八
十
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
七
年
四
月
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
七
年
四
月
四
日

四



東
経
一
三
〇
度
五
六
分
五
四
秒
七
八
八
三

六
点

北
緯
三
三
度
二
〇
分
四
〇
秒
〇
六
八
五

東
経
一
三
〇
度
五
六
分
五
四
秒
一
四
八
八

七
点

北
緯
三
三
度
二
〇
分
四
〇
秒
一
五
三
四

東
経
一
三
〇
度
五
六
分
五
二
秒
九
八
五
九

八
点

北
緯
三
三
度
二
〇
分
三
八
秒
七
五
七
九

東
経
一
三
〇
度
五
六
分
五
〇
秒
八
九
四
三

九
点

北
緯
三
三
度
二
〇
分
三
八
秒
五
七
二
五

東
経
一
三
〇
度
五
六
分
五
〇
秒
二
一
一
五

十
点

北
緯
三
三
度
二
〇
分
三
九
秒
一
八
四
四

東
経
一
三
〇
度
五
六
分
五
四
秒
八
六
八
八

十
一
点

北
緯
三
三
度
二
〇
分
四
〇
秒
一
九
一
三

東
経
一
三
〇
度
五
六
分
五
六
秒
〇
〇
九
五

十
二
点

北
緯
三
三
度
二
〇
分
三
九
秒
七
四
五
〇

東
経
一
三
〇
度
五
六
分
五
八
秒
五
八
二
七

十
三
点

北
緯
三
三
度
二
〇
分
三
九
秒
九
九
〇
六

東
経
一
三
〇
度
五
七
分
〇
一
秒
二
八
五
五

十
四
点

北
緯
三
三
度
二
〇
分
三
九
秒
一
五
九
八

東
経
一
三
〇
度
五
七
分
〇
一
秒
四
三
六
七

十
五
点

北
緯
三
三
度
二
〇
分
三
八
秒
七
七
九
一

東
経
一
三
〇
度
五
七
分
〇
一
秒
一
〇
六
〇

十
六
点

北
緯
三
三
度
二
〇
分
三
七
秒
三
九
九
一

東
経
一
三
〇
度
五
六
分
五
八
秒
四
〇
九
九

こ
れ
ら
の
土
地
に
伴
う
国
有
地
等
無
番
地
の
全
部

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
区

域
の
名

称

所

在

地

市
町
村

大

字

字

地

番

又

は

区

域

西
大
内

山

杵
築
市

大
内

天
神
及

び
浜

次
の
一
点
か
ら
十
二
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と

十
二
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

一
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
三
六
秒
八
〇
二
三

東
経
一
三
一
度
三
七
分
三
七
秒
四
六
五
八

二
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
三
九
秒
〇
八
一
九

東
経
一
三
一
度
三
七
分
三
七
秒
〇
四
五
七

三
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
三
九
秒
四
八
〇
八

東
経
一
三
一
度
三
七
分
三
八
秒
三
七
一
五

四
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
三
八
秒
六
六
九
二

東
経
一
三
一
度
三
七
分
三
九
秒
三
四
六
〇

五
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
三
九
秒
一
六
〇
〇

東
経
一
三
一
度
三
七
分
三
九
秒
九
八
五
四

六
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
三
八
秒
五
〇
一
三

東
経
一
三
一
度
三
七
分
四
二
秒
二
三
一
二

七
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
三
八
秒
二
三
九
八

東
経
一
三
一
度
三
七
分
四
二
秒
五
三
五
二

八
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
三
七
秒
二
九
六
四

東
経
一
三
一
度
三
七
分
四
〇
秒
六
一
四
六

九
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
三
七
秒
一
四
三
〇

東
経
一
三
一
度
三
七
分
四
〇
秒
五
〇
五
〇

十
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
三
六
秒
八
九
七
九

東
経
一
三
一
度
三
七
分
三
九
秒
八
五
〇
一

十
一
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
三
七
秒
〇
三
八
三

東
経
一
三
一
度
三
七
分
三
九
秒
五
三
〇
七

十
二
点

北
緯
三
三
度
二
五
分
三
六
秒
七
九
五
五

東
経
一
三
一
度
三
七
分
三
八
秒
四
二
八
八

こ
れ
ら
の
土
地
に
伴
う
国
有
地
等
無
番
地
の
全
部

大
分
県
告
示
第
百
八
十
一
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
七
年
四
月
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

令
和
七
年
四
月
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五


